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『
雲
州
橘
之
巻
』
は
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）、
松
江
藩
の
支
藩
母も

り里
藩
に
お
け
る
事
件
に
基
づ
く
実
録
で
あ
る
。
本
作
に
は
、
特
に
事
件
の
経
緯
、
人

物
の
捉
え
方
に
お
い
て
、
実
録
と
し
て
の
様
式
的
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
実
録　

近
世
小
説

　
　
　
は
じ
め
に
―
『
雲
州
橘
之
巻
』
の
概
要
―

　

松
江
藩
主
松
平
氏
六
代
宗む
ね
の
ぶ衍
治
世
の
最
後
の
時
期
に
あ
た
る
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）、
支
藩
の
母も

り里
藩
に
お
い
て
藩
主
の
後
継
を
め
ぐ
る
御
家
騒
動
が
起

こ
っ
た
。
母
里
藩
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）、
松
江
藩
松
平
氏
の
二
代
綱
隆

が
襲
封
す
る
際
に
、
弟
の
隆
政
が
一
万
石
を
分
封
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
出
雲

東
部
の
能
義
郡
内
を
藩
領
と
す
る
が
、
藩
主
は
歴
代
江
戸
定
府
で
あ
り
、
こ
の
騒

動
も
す
べ
て
江
戸
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
当
時
母
里
藩
も
、
松
江
藩
と
同
様

財
政
危
機
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
も
藩
主
は
常
に
江
戸
に
あ
っ
て
国
元
の
窮
状
を

直
接
知
ら
な
い
と
い
う
悪
条
件
が
重
な
っ
て
い
た
。こ
の
事
件
に
つ
い
て
記
す『
雲

州
橘
之
巻
』
と
い
う
実
録
が
伝
わ
る
。
吉
永
昭
「
出
雲
国
母
里
藩
「
母
里
騒
動
」

に
つ
い
て
）
（
（

」
は
、
こ
の
実
録
に
拠
っ
て
事
件
の
経
緯
、
背
景
等
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
い
ま
こ
れ
に
、出
雲
に
伝
わ
る
『
雲
陽
秘
事
記
』
所
収
「
母
里
騒
動
の
事
」

の
条
）
（
（

を
加
え
て
検
討
す
る
。『
雲
州
橘
之
巻
』
の
方
が
、
当
事
件
の
み
で
一
作
を

な
す
も
の
で
あ
る
分
叙
述
も
詳
し
い
が
、
こ
の
二
種
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
観
点
か
ら
事
件
人
物
を
見
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
。

　

事
件
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

松
平
大
隅
守
直な
お

道み
ち
が
、
志
摩
守
直な
お
か
ず員
の
跡
を
継
い
で
母
里
藩
主
の
位
に
就

き
、
亀
之
助
（
直
道
の
弟
）
が
そ
の
継
嗣
と
定
め
ら
れ
る
。
直
道
の
用
人
に

平
山
団
右
衛
門
）
（
（

と
い
う
者
が
い
た
。
平
山
の
妻
女
は
、
元
は
直
道
の
妾
で
あ

っ
た
が
、
平
山
に
嫁
し
て
弥
市
と
い
う
男
児
を
産
む
。
彼
女
が
こ
の
子
を
殿

三
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様
の
胤
で
あ
る
と
言
い
立
て
た
こ
と
か
ら
、
平
山
は
亀
之
助
を
廃
し
て
弥
市

を
立
て
る
こ
と
を
画
策
し
、
直
道
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
家
老
た
ち
は
直

道
を
諫
め
る
が
甲
斐
な
く
、
本
家
松
江
藩
松
平
氏
の
邸
へ
赴
き
藩
主
宗
衍
に

訴
え
る
。
し
か
し
宗
衍
は
、
自
力
で
再
応
諫
言
し
て
収
め
よ
と
言
っ
て
取
り

合
わ
な
い
。
こ
の
後
平
山
や
直
道
は
、
亀
之
助
を
毒
害
し
よ
う
と
企
て
る
。

平
山
ら
は
、
家
臣
の
本
多
平
馬
（
一
説
に
長
尾
太
右
衛
門
）
（
（

）
と
い
う
者
を
抱

き
込
も
う
と
考
え
て
、陰
謀
を
明
か
し
同
意
す
る
よ
う
求
め
る
。本
多（
長
尾
）

は
驚
く
が
、
同
意
と
見
せ
て
血
判
し
、
即
刻
松
江
藩
邸
へ
赴
き
、
宗
衍
に
経

緯
を
告
げ
て
対
応
を
請
う
。
宗
衍
は
役
人
を
母
里
藩
邸
へ
遣
わ
し
て
、
直
道

を
押
し
込
め
一
味
を
捕
ら
え
さ
せ
る
。
平
山
は
逃
亡
し
た
が
、
後
に
捕
ら
え

ら
れ
、
鈴
ヶ
森
で
打
首
に
な
っ
た
。

　
『
雲
陽
秘
事
記
』「
母
里
騒
動
の
事
」
の
条
は
、
全
体
に
平
山
に
よ
る
陰
謀
事
件

と
い
う
捉
え
方
に
沿
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
平
山
は
元
々
心
の
中
に
一
物
あ
っ

た
が
、
妻
女
の
言
葉
を
聞
い
て
画
策
を
始
め
た
と
す
る
。

　
　

或
時
団
右
衛
門
夫
婦
語
り
合
け
る
内
、
女
房
団
右
衛
門
へ
向
ひ
、「
扨
々
口

惜
き
は
此
弥
市
が
事
也
。
是
迄
は
隠
し
て
不
言
し
が
、
私
殿
の
御
腰
元
に
て

あ
り
し
時
ゟ
身
籠
せ
し
此
子
也
。
運
能
は
壱
万
石
の
大
名
と
も
可
成
に
、
今

小
身
の
子
に
生
れ
来
り
し
事
口
惜
し
き
事
也
」
と
語
り
け
れ
ば
、
団
右
衛
門

聞
て
女
房
に
申
け
る
は
、「
夫
は
い
と
易
き
事
な
り
。
折
も
あ
ら
ば
殿
え
申
上
、

能
に
計
ひ
可
申
」
と
い
ふ
。
是
己
に
一
物
有
ゆ
へ
也
。

か
く
て
平
山
は
直
道
の
御
前
に
出
て
、「
か
ゝ
る
正
胤
の
若
君
ま
し
ま
す
上
は
、

此
弥
市
ど
の
を
御
家
督
に
御
定
め
あ
り
て
可
然
」
と
説
き
、
後
に
は
亀
之
助
毒
害

の
こ
と
を
も
勧
め
る
。

平
山
団
右
衛
門
は
大
隅
守
様
を
た
ら
し
込
、
弥
市
を
若
殿
に
立
ん
と
種
々
工

夫
を
め
ぐ
ら
し
け
る
ゆ
へ
に
、
大
隅
守
様
に
申
け
る
は
、「
弥
市
殿
を
御
家

督
に
立
給
ふ
と
い
ふ
と
も
、
弟
亀
之
助
様
有
時
は
如
何
な
り
。
何
卒
亀
之
助

殿
を
な
き
も
の
に
せ
ん
と
手
立
は
無
之
哉
」
と
申
上
け
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
専
ら
平
山
の
画
策
に
よ
っ
て
事
件
が
展
開
す
る
と
い
う
捉
え
方
に
な

っ
て
い
る
。

　

一
方
『
雲
州
橘
之
巻
』
は
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
独
自
の
観
点
に
拠
っ
て
い

る
。
ま
ず
冒
頭
に
次
の
一
節
が
置
か
れ
て
い
る
。

夫
大
将
た
る
人
は
、
文
武
の
二
つ
を
も
つ
て
国
家
を
納
、
臣
下
之
善
悪
を
知

り
、
忠
臣
を
用
ひ
逆
臣
を
退
け
、
じ
ひ
を
も
つ
て
民
を
あ
わ
れ
む
。
是
を
名

将
君
子
と
云
。
夫
に
引
替
、
逆
臣
の
す
ゝ
め
に
て
徒
に
好
色
酒
宴
に
長
じ
、

無
益
の
金
銭
を
つ
い
や
し
家
を
乱
す
輩
は
、
知
行
盗
人
と
云
べ
け
れ
。

　
「
逆
臣
の
す
ゝ
め
に
て
」
云
々
は
、
こ
の
書
に
描
か
れ
る
直
道
の
像
そ
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
平
山
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
の
み
な
ら
ず
そ

れ
を
誘
発
し
増
長
さ
せ
た
要
因
と
し
て
太
守
の
不
行
跡
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
の

で
あ
る
。
平
山
一
味
の
者
た
ち
が
弥
市
の
件
を
勧
め
た
の
は
、
直
道
の
放
埒
に
付

け
込
ん
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。

大
隅
守
殿
表
向
病
気
と
て
、
月
な
み
登
城
な
く
酒
宴
遊
興
を
常
と
し
、
美
し

き
女
を
召
抱
置
昼
夜
酒
宴
を
被
致
け
る
。
時
分
は
能
と
瀧
忠
右
衛
門
、
小
沼

臺
八
、
山
下
佐
中
言
葉
を
そ
ろ
へ
、「
兼
々
申
上
候
通
、
弥
市
殿
は
弾
右
衛

門
子
息
と
申
な
が
ら
、
殿
様
の
御
た
ね
な
り
。
…
…
」
と
申
け
れ
ば
、
大
隅

守
殿
早
速
彼
等
が
申
分
尤
と
得
心
有
り
、「
近
日
家
老
共
へ
申
付
、
屋
形
え

可
引
取
」
と
被
申
け
る
故
、
弾
右
衛
門
へ
も
此
通
内
々
通
じ
て
、
其
日
を
待

け
る
と
な
り
。

ま
た
、「
如
此
俄
に
そ
う
ど
ふ
（
騒
動
）
す
る
事
、
偏
に
大
隅
守
殿
無
分
別
よ
り

起
る
事
な
り
」
と
も
評
し
て
い
る
。
直
道
の
放
埒
の
実
否
に
つ
い
て
史
料
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
母
里
藩
で
は
先
代
の
志
摩
守
直
員
の
代
の
宝
暦
九
年

三
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（
一
七
五
九
）、
江
戸
に
お
け
る
藩
主
の
贅
沢
が
国
元
の
財
政
破
綻
を
生
じ
、
二
人

の
家
老
が
諫
死
す
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
）
（
（

。
単
に
、
下
が
乱
れ
る
は
上
が
治
め

ぬ
故
と
い
う
一
般
論
で
は
な
い
、
現
実
味
を
持
っ
た
見
方
と
し
て
こ
こ
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
本
書
の
特
色
と
し
て
、
平
山
弾
右
衛
門
と
い
う
人
間
へ
の
着
目
と
い
う
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
山
は
次
の
よ
う
な
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

知
行
百
五
拾
石
、
当
家
譜
代
、
殊
に
武
芸
に
達
し
才
知
成
る
故
、
大
隅
守
殿

部
屋
住
の
時
よ
り
後
見
た
る
故
、
尤
大
隅
守
殿
気
に
入
、
殊
に
手
懸
の
女
を

彼
が
妻
女
に
給
り
、
此
度
家
督
相
続
な
れ
ば
、
猶
以
彼
に
万
事
相
任
せ
ら
れ

し
故
、
今
は
家
老
用
人
を
取
お
ゐ
て
、
彼
壱
人
万
事
取
計
ひ
け
る
故
、
諸
士

雑
兵
に
至
迄
、
何
卒
弾
右
衛
門
気
に
入
ら
ん
と
へ
つ
ら
い
け
る
。

早
く
か
ら
直
道
の
寵
遇
を
受
け
て
い
た
が
、
家
督
相
続
が
あ
っ
て
一
層
の
権
勢
を

得
た
。
こ
の
状
況
の
中
で
平
山
は
妻
女
の
言
葉
を
聞
い
た
と
す
る
。

あ
る
時
妻
女
申
け
る
は
、「
今
殿
様
の
御
家
督
に
付
思
ひ
出
す
は
弥
市
が
事
。

其
む
か
し
わ
れ
は
渋
谷
の
百
姓
の
娘
に
て
、
此
御
屋
敷
え
奉
公
に
参
り
、
風

と
殿
様
の
御
情
を
受
懐
胎
し
て
、
間
も
な
く
当
家
え
被
下
産
し
は
あ
の
弥
市

な
り
。
運
能
ば
壱
万
石
の
御
惣
領
と
た
つ
と
み
あ
が
め
ら
れ
ん
に
、
不
運
に

て
家
来
と
な
り
、
漸
々
百
五
拾
石
の
家
督
を
取
事
残
念
さ
よ
」
と
涙
に
く
れ

て
語
け
る
に
、
弾
右
衛
門
是
を
聞
始
て
よ
く
心
お
こ
り
、

弥
市
を
藩
主
後
継
に
据
え
る
と
い
う
企
み
を
最
初
に
抱
い
た
の
は
こ
の
時
で
あ

り
、
そ
れ
は
妻
女
の
無
念
の
涙
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
独
自
の
捉
え

方
を
し
て
い
る
。

　

前
掲
の
通
り
『
雲
陽
秘
事
記
』
で
は
、
平
山
は
こ
の
後
自
ら
直
道
に
説
い
て
弥

市
を
勧
め
た
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
『
雲
州
橘
之
巻
』
で
は
、

「
…
…
誰
ぞ
殿
の
御
気
に
入
た
る
者
に
此
事
能
々
言
合
、
折
を
見
合
申
上
ば
、

殿
も
御
承
引
有
り
、
御
家
門
え
も
（
弥
市
を
）
御
披
露
有
、
御
惣
領
と
な
さ

ら
ん
。
兎
角
御
気
に
入
の
瀧
忠
右
衛
門
、
小
沼
臺
八
、
山
下
左
中
等
に
金
銀

を
も
つ
て
恩
を
見
せ
、
此
計
ら
わ
せ
ん
と
、
是
第
一
の
計
略
な
り
」
と
、
い

ろ
〳
〵
し
た
し
み
、

ま
ず
直
道
寵
愛
の
三
人
と
結
託
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
と
す
る
。
平
山
の
周
到
さ

執
念
深
さ
は
、
こ
の
後
も
一
貫
し
て
描
か
れ
る
。

　

最
後
に
悪
事
が
露
顕
し
て
平
山
が
捕
縛
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
雲
陽

秘
事
記
』
で
は
、
本
郷
丸
山
で
虚
無
僧
と
な
っ
て
い
た
の
を
、
松
江
藩
役
人
が

「
無
（
な
ん
な
く
）
難
団
右
衛
門
を
召
捕
、
江
戸
品
川
鈴
ヶ
森
に
て
打
首
に
ぞ
成
り
に
け
り
」
と
、

呆
気
な
い
結
末
で
あ
っ
た
と
す
る
。
一
方
『
雲
州
橘
之
巻
』
で
は
こ
こ
か
ら
の
く

だ
り
が
極
め
て
長
い
。
妻
女
に
対
し
て
、「
我
思
立
し
存
念
も
水
の
あ
わ
と
成
り
、

此
上
如
何
成
う
き
目
に
か
逢
ふ
べ
く
も
し
れ
ず
」
と
語
り
、
妻
子
を
知
る
辺
に
預

け
、
己
も
本
郷
丸
山
の
与
力
何
某
方
に
匿
わ
れ
る
。
松
江
藩
は
こ
の
こ
と
を
突
き

と
め
て
引
き
渡
し
を
要
求
す
る
が
、与
力
何
某
は
こ
れ
を
欺
い
て
平
山
を
逃
が
す
。

熊
谷
の
宿
外
れ
に
潜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
終
に
踏
み
込
ま
れ
る
が
、「
い
や
左
様

之
者
に
而
無
御
坐
候
」
と
言
い
逃
れ
よ
う
と
し
、
刀
を
抜
い
て
抵
抗
す
る
が
捕
ら

え
ら
れ
る
。
討
ち
捨
て
と
極
ま
り
牢
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
時
、
な
お
も
陳
じ
よ
う

と
す
る
。

（
役
人
）
罪
の
次
第
一
々
か
状
書
を
も
つ
て
申
渡
し
け
れ
ば
、「
是
ま
つ
た
く

私
壱
人
わ
ざ
に
あ
ら
ず
」（
と
）
言
分
に
及
び
け
れ
ば
、
役
人
声
か
け
、「
此

場
に
至
て
何
申
分
、
す
い
さ
ん
至
極
」
と
申
け
れ
ば
、
弾
右
衛
門
あ
や
ま
り

入
た
て
ま
つ
り
、
只
一
言
な
く
居
た
り
し
が
、
役
人
申
条
、「
重
罪
に
き
わ

ま
る
上
は
、
如
何
様
被
仰
付
候
共
、
い
な
や
こ
れ
あ
る
間
敷
候
」
と
申
け
れ

ば
、「
此
上
は
御
れ
ん
み
ん
ね
が
い
た
て
ま
つ
る
」
と
申
け
れ
ば
、
此
上
に

も
の
が
れ
ん
こ
と
も
が
な
と
思
か
く
申
け
る
と
ぞ
見
へ
に
け
る
。

三
七

『
雲
州
橘
之
巻
』
に
つ
い
て
（
田
中
則
雄
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鈴
ヶ
森
に
て
打
首
と
言
い
渡
さ
れ
、
松
江
藩
の
足
軽
安
井
五
藤
太
に
縄
を
掛
け
ら

れ
よ
う
と
し
た
時
、
平
山
は
抵
抗
し
た
。

久
々
弾
右
衛
門
牢
に
あ
り
力
つ
き
た
り
と
い
ゑ
ど
も
、
元
来
覚
あ
れ
ば
、
五

藤
太
取
て
二
三
間
な
げ
と
ば
す
。五
藤
太
は
漸
々
起
上
り
顔
を
し
か
め
け
る
。

つ
ゞ
い
て
深
津
彦
十
郎
大
力
持
、
殊
に
少
し
覚
へ
あ
れ
ば
、
を
そ
れ
げ
も
な

く
立
む
か
い
、
な
ん
な
く
弾
右
衛
門
を
高
手
に
い
ま
し
め
け
る
）
（
（

。

い
よ
い
よ
引
き
据
え
ら
れ
討
た
れ
る
時
、
次
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。

「
我
か
く
ま
で
つ
ゝ
み
し
こ
と
も
あ
ら
わ
れ
し
上
は
、
か
く
す
に
を
よ
ば
ず
。

伜
弥
市
を
若
殿
に
仕
立
壱
万
石
を
と
ら
せ
ん
と
思
し
に
、こ
と
顕
無
念
至
極
」

と
両
の
眼
を
く
わ
つ
と
見
ひ
ら
き
し
有
様
に
、
下
部
抔
は
二
目
と
見
や
ら
ざ

り
け
る
。
其
時
同
心
、「
く
わ
ん
ね
ん
せ
よ
」
と
、
水
も
た
ま
ら
づ
討
落
す
。

其
日
は
晴
天
な
り
し
が
、
俄
に
大
風
吹
雨
の
ふ
る
こ
と
す
さ
ま
じ
く
、
誠
に

平
治
年
中
悪
源
太
義
衡
の
被
討
し
こ
ん
ぱ
く
雷
と
成
り
し
た
め
し
）
（
（

、
弾
右
衛

門
が
恨
ゆ
へ
雨
ふ
り
風
吹
な
ら
ん
と
、
皆
々
急
ぎ
屋
敷
え
帰
り
け
り
。

　

本
作
は
一
貫
し
て
平
山
の
し
ぶ
と
さ
に
着
目
す
る
。
但
し
そ
の
欲
心
執
心
の
増

長
を
許
し
た
の
は
藩
政
シ
ス
テ
ム
の
機
能
停
止
で
あ
り
、
そ
の
根
元
は
藩
主
の
放

埒
に
あ
る
と
い
う
構
図
で
捉
え
て
い
る
。
か
く
し
て
全
編
を
通
じ
て
、
事
件
人
物

の
描
写
に
よ
っ
て
時
代
の
在
り
よ
う
を
映
し
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
解
し
得

る
。

注（
（
）
吉
永
昭
「
出
雲
国
母
里
藩
「
母
里
騒
動
」
に
つ
い
て
」（『
御
家
騒
動
の
研
究
』
清
文

堂
出
版
、
二
○
○
七
年
）。

（
（
）『
雲
陽
秘
事
記
』
は
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
桑
原
文
庫
本
に
拠
る
。
な
お
引
用
に

あ
た
り
、
誤
脱
は
他
の
伝
本
を
参
考
に
し
て
訂
し
た
。
ま
た
適
宜
表
記
を
改
め
た
所

が
あ
る
。『
雲
陽
秘
事
記
』
の
実
録
と
し
て
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
田
中
則
雄
『
雲

陽
秘
事
記
と
松
江
藩
の
人
々
』（
松
江
市
教
育
委
員
会
、
二
○
一
一
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
（
）
平
山
の
名
は
伝
本
に
よ
り
、
団
右
衛
門
、
弾
右
衛
門
、
両
様
の
表
記
が
あ
る
。

（
（
）
こ
の
人
物
を
、『
雲
陽
秘
事
記
』
で
は
本
多
平
馬
、『
雲
州
橘
之
巻
』
で
は
長
尾
太
右

衛
門
と
す
る
。

（
（
）
注
（
吉
永
前
掲
論
文
等
参
照
。

（
（
）
島
根
県
立
図
書
館
蔵
・
河
上
家
蔵
本
（
謄
写
本
）
で
は
、
底
本
（
桑
原
文
庫
本
）
と

比
較
す
る
に
、「
つ
ゞ
い
て
深
津
彦
十
郎
」
以
下
の
箇
所
に
、
次
の
〔　

〕
で
括
っ

た
部
分
が
増
補
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

続
て
深
津
彦
十
郎
〔
捕
ら
ん
と
し
て
飛
か
ゝ
れ
ば
、
団
右
衛
門
両
手
を
組
う
つ
伏
に

伏
て
、
右
よ
り
寄
れ
ば
左
へ
替
し
、
左
よ
り
寄
れ
ば
右
へ
替
し
候
ゆ
へ
に
、
彦
十
郎

捕
不
得
。
其
間
に
五
藤
太
起
上
り
、
膝
を
つ
か
ん
で
後
へ
引
倒
さ
ん
と
し
け
れ
ば
立

上
る
。
其
所
を
膝
に
て
腰
を
踏
け
れ
ば
、
後
へ
ど
ふ
と
倒
し
を
、
す
か
さ
ず
五
藤
太

捕
と
い
ふ
て
縄
を
掛
、〕
大
力
持
殊
に
少
し
有
覚
ば
、
無
恐
も
立
向
、
無
難
団
右
衛

門
を
高
手
小
手
に
戒
め
け
る
。

　

 

こ
れ
に
つ
い
て
貼
紙
が
あ
っ
て
、

　
　

 

右
安
井
五
藤
太
直
物
語
也
。
本
書
に
誤
有
、
仍
書
載
る
も
の
也
。
夫
の
み
な
ら
ず
、

右
の
働
御
褒
美
と
し
て
銀
三
両
被
下
置
候
の
由
也
。
天
明
六
午
春
年
之
書
載
之
。

　

 

と
、
五
藤
太
自
身
の
話
に
よ
っ
て
、
流
布
の
本
文
に
彼
の
活
躍
を
加
え
て
訂
し
た
も
の

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
山
は
最
期
に
一
層
の
抵
抗
を
見
せ
た
こ
と
に
な
る
。

（
（
）
六
条
河
原
で
斬
ら
れ
た
源
義
平
が
雷
と
な
っ
て
平
氏
に
祟
っ
た
と
い
う
話
（『
平
治

物
語
』）
に
拠
る
。

　

以
上
は
、旧
稿「
松
江
藩
と
実
録
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』一
三
五
、二
○
一
○
年
八
月
）

に
お
け
る
『
雲
州
橘
之
巻
』
に
関
す
る
論
を
元
に
改
訂
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
八
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雲
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橘
之
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　〔
翻
刻
〕

〈
書
誌
〉

○
底
本　

島
根
大
学
附
属
図
書
館
桑
原
文
庫
蔵
。
一
冊
。

○
表
紙　

二
五
・
一
×
一
六
・
八
糎
。
仮
綴
じ
。
本
文
共
紙
。

○
外
題　
「
雲
州
橘
巻
」。
前
表
紙
中
央
に
打
ち
付
け
書
き
。

○
内
題　
「
雲
州
橘
之
巻
」。

○
行
数　

毎
半
葉
七
行
。

○
末
尾
（
終
丁
裏
）
に
、「
此
ぬ
し
／
佐
野
」。

〈
凡
例
〉

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
誤
字
・
宛
字
は
原
則
と
し
て
底
本
通
り
と
し
た
が
、
適
宜
、
本
来
あ
る
べ
き

字
に
正
し
て
（　

）
に
入
れ
て
示
し
た
。
正
し
難
い
場
合
は
、そ
の
ま
ま
残
し
、

（
マ
マ
）
と
傍
記
し
た
。
な
お
単
純
な
誤
り
に
つ
い
て
は
、
断
ら
ず
に
改
め
た

所
が
あ
る
。
脱
字
は
（　

）
に
入
れ
て
補
っ
た
。

一
、
仮
名
の
濁
点
は
新
た
に
施
し
た
。

一
、
振
り
仮
名
は
原
則
と
し
て
底
本
通
り
と
し
た
。

一
、
底
本
に
は
句
読
点
が
な
く
、
翻
刻
に
あ
た
り
新
た
に
施
し
た
。

一
、
底
本
に
は
丁
付
が
な
く
、
翻
刻
に
あ
た
り
通
し
の
丁
付
を
（
一
オ
）
の
ご
と

く
示
し
た
。

一
、
場
面
の
転
換
等
に
応
じ
て
適
宜
改
行
し
、
段
落
を
設
け
た
。

一
、
会
話
に
相
当
す
る
部
分
を
「　

」（
会
話
中
の
会
話
は
『　

』）
で
括
っ
た
。

目
録

松
平
大
隅
守
殿
家
督
相
続
之
事

平
山
弾
右
衛
門
幷
弥
市
が
事

瀧
小
沼
山
下
三
人
大
隅
守
殿
す
ゝ
み（む
る
）め事

三
人
之
家
老
え
対
談
之
事

三
人
之
家
老
本
家
え
う
つ
た
へ
附
り
欠
落
之
事

亀
之
助
殿
え
毒
が
い
せ
ん
と
工
事
（
一
オ
）

長
尾
太
右
衛
門
出
羽
守
殿
注
進
附
り
留
被
置
事

弾
右
衛
門
閉
門
之
事

大
隅
守
殿
を
押
籠
之
事

弾
右
衛
門
欠
落
之
事
附
り
本
郷
に
而
取
逃
す
事

熊
谷
に
而
弾
右
衛
門
被
捕
事

三
人
の
家
老
長
尾
帰
参
之
事

弾
右
衛
門
於
鈴
ヶ
森
被
切
事
（
一
ウ
）

小
沼
䑓
八
弾
右
衛
門
妻
子
出
雲
え
遣
す
事

亀
之
助
番
代
に
立
事
（
二
オ
）　
白
紙
（
二
ウ
）

　
　

雲
州
橘
之
巻

　

夫
大
将
た
る
人
は
、
文
武
の
二
つ
を
も
つ
て
国
家
を
納
、
臣
下
之
善
悪
を
知
り
、

忠
臣
を
用
ひ
逆
臣
を
退
け
、
じ
ひ
を
も
つ
て
民
を
あ
わ
れ
む
。
是
を
名
将
君
子
と

云
。
夫
に
引
替
、
逆
臣
の
す
ゝ
め
に
て
徒
に
好
色
酒
宴
に
長
じ
、
無
益
の
金
銭
を

つ
い
や
し
家
を
乱
す
輩
は
、
知
行
盗
人
と
云
べ
け
れ
。

　

頃
は
明
和
三
年
之
夏
の
事
成
に
、
雲
州
の
大
守
家
別
り
（
れ
）松

平
大
隅
守
殿
家
中
に

三
九

『
雲
州
橘
之
巻
』
に
つ
い
て
（
田
中
則
雄
）
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逆
臣
（
三
オ
）
有
る
。
家
を
う
ば
い
己
が
家
を
た
て
ん
ず
。
其
根
元
を
尋
に
、
酉

十
一
月
父
志
摩
守
直
員
殿
最
早
御
年
老
給
ひ
け
れ
ば
、
御
息
頼
母
殿
え
御
家
督
を

御
ゆ
づ
り
可
被
遊
と
、
家
臣
共
申
に
付
、
本
家
松
平
出
羽
守
殿
、
同
淡
路
守
殿
え

相
談
有
、
早
速
御
願
被
差
上
、
早
速
に
家
督
無
相
違
被
仰
付
条
、
頼
母
殿
大
隅
守

従
五
位
下
直
道
と
改
号
有
り
。
御
一
門
は
不
申
及
、
家
老
佐
々
小
左
衞
門
知
行
三�

百
石�

、

有
澤
右
兵
衛
知
行
三�

百
石

、
今
村
喜
内
知
行
弐
百�

五
拾
石

、
川
上
弥
左
衞
門
（
三
ウ
）
幷
に
平
山
弾
右

衛
門
、
用
人
加
藤
市
郎
兵
衛
、
西
村
逸
八
、
目
附
役
瀧
忠
右
衛
門
等
、
其
外
家
中

悦
事
無
限
り
。
国
家
老
市
川
庄
太
夫
え
も
申
遺
し
、
急
ぎ
御
祝
儀
等
相
調
申
け
る
。

同
戌
春
ゟ
一
ツ
橋
倉
門
御
番
被
仰
付
、
御
相
役
内
藤
主
殿
守
殿
御
両
人
に
て
御
勤

被
成
。

　
　

平
山
弾
右
衛
門
け（
権
威
）
ん
意
幷
忰
弥
市
が
事

　

爰
に
平
山
弾
右
衛
門
と
申
者
、
知
行
百
五
拾
石
、
当
家
譜
代
、
殊
に
（
四
オ
）

武
芸
に
達
し
才
知
成
る
故
、
大
隅
守
殿
部
屋
住
の
時
よ
り
後
見
た
る
故
、
尤
大
隅

守
殿
気
に
入
、
殊
に
手
懸
の
女
を
彼
が
妻
女
に
給
り
、
此
度
家
督
相
続
な
れ
ば
、

猶
以
彼
に
万
事
相
任
せ
ら
れ
し
故
、
今
は
家
老
用
人
を
取
お
ゐ
て
、
彼
壱
人
万
事

取
計
ひ
け
る
故
、
諸
士
雑
兵
に
至
迄
、
何
卒
弾
右
衛
門
気
に
入
ら
ん
と
へ
つ
ら
い

け
る
。
あ
る
時
妻
女
申
け
る
は
、「
今
殿
様
の
御
家
督
に
付
思
ひ
出
す
は
弥
市
が

事
。
其
む
か
し
わ
れ
は
渋
谷
の
百
姓
の
（
四
ウ
）
娘
に
て
、
此
御
屋
敷
え
奉
公
に

参
り
、
風
と
殿
様
の
御
情
を
受
懐
胎
し
て
、
間
も
な
く
当
家
え
被
下
産
し
は
あ
の

弥
市
な
り
。
運
能
ば
壱
万
石
の
御
惣
領
と
た
つ
と
み
あ
が
め
ら
れ
ん
に
、
不
運
に

て
家
来
と
な
り
、
漸
々
百
五
拾
石
の
家
督
を
取
事
残
念
さ
よ
」
と
涙
に
く
れ
て
語

け
る
に
、
弾
右
衛
門
是
を
聞
始
て
よ
く
心
お
こ
り
、「
我
も
日
頃
此
事
を
あ
ん
ず

る
に
、弥
市
儀
は
殿
の
御
胤
ま
ぎ
れ
な
し
。誰
ぞ
殿
の
御
気
に
入
た
る
者
に（
五
オ
）

此
事
能
々
言
合
、折
を
見
合
申
上
ば
、殿
も
御
承
引
有
り
、御
家
門
え
も
御
披
露
有
、

御
惣
領
と
な
さ
ら
ん
。
兎
角
御
気
に
入
の
瀧
忠
右
衛
門
、
小
沼
臺
八
、
山
下
左
中

等
に
金
銀
を
も
つ
て
恩
を
見
せ
、
此
計
ら
わ
せ
ん
と
、
是
第
一
の
計
略
な
り
」
と
、

い
ろ
〳
〵
し
た
し
み
、
其
上
あ
る
時
三
人
振
舞
と
て
呼
寄
せ
此
事
委
し
く
語
り
け

れ
ば
、
三
人
請
合
退
出
し
、
其
後
度
々
此
事
大
隅
守
殿
え
御
す
ゝ
め
申
け
る
ゆ
へ
、

た
い
が
い
得
心
を
被
致
け
る
な
り
。（
五
ウ
）

　
　

大
隅
守
殿
ほ
う
ら
つ
幷
三
人
は
弥
市
が
事
す
ゝ
む
る
事

　

大
隅
守
殿
表
向
病
気
と
て
、
月
な
み
登
城
な
く
酒
宴
遊
興
を
常
と
し
、
美
し
き

女
を
召
抱
置
昼
夜
酒
宴
を
被
致
け
る
。
時
分
は
能
と
瀧
忠
右
衛
門
、
小
沼
臺
八
、

山
下
佐
中
言
葉
を
そ
ろ
へ
、「
兼
々
申
上
候
通
、
弥
市
殿
は
弾
右
衛
門
子
息
と
申

な
が
ら
、
殿
様
の
御
た
ね
な
り
。
幸
此
度
御
家
督
御
相
続
被
遊
候
と
い
へ
ど
も
、

い
ま
だ
（
六
オ
）
御
子
様
も
無
御
坐
候
得
ば
、
御
引
取
御
惣
領
に
御
立
被
遊
御
家

門
え
御
披
露
被
遊
候
は
ゞ
、
御
子
孫
之
繁
昌
、
臣
等
が
悦
、
此
上
も
無
御
座
候
」

と
申
け
れ
ば
、
大
隅
守
殿
早
速
彼
等
が
申
分
尤
と
得
心
有
り
、「
近
日
家
老
共
へ

申
付
、
屋
形
え
可
引
取
」
と
被
申
け
る
故
、
弾
右
衛
門
へ
も
此
通
内
々
通
じ
て
、

其
日
を
待
け
る
と
な
り
。

　
　

大
隅
守
殿
三
人
之
家
老
え
対
談
之
事

　

あ
る
時
大
隅
守
殿
、
佐
々
小
左
衞
門
、
有
澤
右
平
、
今
村
喜
内
（
六
ウ
）
三
人

の
家
老
を
呼
被
申
け
る
は
、「
我
家
督
を
相
続
す
る
と
い
ゑ
ど
も
、
四
拾
に
及
び

て
一
子
も
な
し
。
先
年
懐
胎
の
女
を
平
山
弾
右
衛
門
に
遣
し
置
、
彼レ

が
惣
領
弥
市

こ
そ
我
が
た
ね
に
ま
ぎ
れ
な
し
。
此
度
屋
形
に
取
か
へ
し
一
門
え
披
露
し
て
、
我
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惣
領
に
立
ん
と
存
間
、
皆
々
其
得
意
可
申
成
」
と
被
申
け
る
。
三
人
の
家
老
仰
天

し
、「
是
は
存
知
も
よ
ら
ぬ
殿
の
仰
に
て
御
坐
候
。
先
年
弾
右
衛
門
え
御
手
懸
の

女
を
被
下
候
処
諸
人
知
る
所
な
れ
ど
も
、
殿
の
御
た
ね
を
や
ど
せ
し
事
、
実
正
知

ら
れ
（
七
オ
）
が
た
し
。
軽
々
敷
惣
領
に
御
立
被
遊
候
事
不
可
然
事
に
は
、
た
と

へ
御
胤
に
て
も
、
一
旦
家
来
の
子
と
成
上
は
、
御
惣
領
に
被
遊
事
且
以
不
奉
（
得
）

其
意
候
。
兼
々
御
隠
居
様
ゟ
被
仰
候
は
、
御
弟
亀
之
助
殿
を
殿
の
御
惣
領
と
被
遊

候
様
被
仰
付
候
間
、
我
々
如
何
様
被
仰
付
候
而
も
、
弥
市
を
惣
領
と
被
仰
付
儀
畏

り
不
奉
」（
と
）、
言
葉
を
揃
へ
て
申
け
る
。
大
隅
守
殿
殊
外
立
腹
有
、「
家
来
と

し
て
主
に
背
く
不
届
者
。
重
而
我
が
目
通
へ
無
用
成
り
」
と
被
申
に
付
、
三
人
も

無
是
非
其
場
を
退
出
し
て
、
其
後
も
（
七
ウ
）
度
々
御
異
見
申
け
れ
ど
も
、
承
引

な
き
こ
そ
是
非
な
け
れ
。

　
　

三
人
の
家
老
本
家
え
う
つ
た
へ
附
り
出
ぽ
ん
の
事

　

斯
而
三
人
家
老
共
申
け
る
は
、「
殿
え
幾
度
御
諫
言
申
共
、
佞
臣
共
悪
事
す
ゝ

め
申
故
御
承
引
な
く
、
あ
ま
つ
さ
へ
我
等
御
目
通
え
無
用
と
の
御
事
。
さ
れ
ば
と

切
腹
せ
ば
、
御
心
の
儘
に
し
て
、
弥
市
を
御
惣
領
に
立
給
わ
ん
。
左
候
而
は
御
隠

居
様
、
亀
之
介
殿
御
た
め
（
八
オ
）
な
ら
ず
。
所
詮
本
家
え
参
り
此
事
一
々
申
上
、

本
家
よ
り
御
諫
言
の
御
入
被
下
様
可
致
」
と
て
、
急
ぎ
本
家
に
行
、
取
次
を
以
出

羽
守
様
御
直
談
被
下
候
様
相
願
、
早
速
可
通
す
と
被
申
け
る
故
、
御
次
迄
相
通
り
、

究
之
口
上
申
上
、
其
後
申
け
る
、「
此
度
大
隅
守
様
御
家
督
御
相
続
被
遊
候
処
、

四
拾
歳
に
御
成
り
被
遊
候
に
い
ま
だ
御
子
な
き
に
付
、
先
年
平
山
弾
右
衛
門
え
被

下
候
女
、
其
時
懐
胎
に
而
、
今
の
弥
市
こ
そ
我
が
惣
領
な
り
。（
八
ウ
）
屋
形
に

取
帰
し
被
遊
度
と
の
事
。
我
々
申
上
候
は
、『
其
儀
畏
り
不
奉
。
御
惣
領
の
儀
は
、

御
弟
亀
之
助
殿
こ
そ
可
然
』
と
申
上
候
へ
共
、
御
聞
入
な
く
、
其
上
御
目
通
り
え

も
出
不
申
由
被
仰
付
、
是
非
な
き
次
第
に
奉
存
候
。
何
卒
御
当
家
様
ゟ
宜
布
様
御

異
見
奉
願
候
」
と
申
け
る
。
出
羽
守
殿
被
申
け
る
は
、「
汝
等
臣
と
し
て
主
人
に

諫
言
い
れ
不
聞
入
と
て
、
一
門
中
へ
参
り
か
く
仰
山
に
言
事
愚
な
り
。
幾
度
も
諫

言
を
入
れ
可
申
」
と
て
、
一
円
取
上
げ
不
（
九
オ
）
被
申
に
付
、
無
是
非
、「
此

上
我
々
如
何
程
申
と
て
も
聞
入
れ
あ
る
ま
じ
。
此
上
は
何
方
に
も
身
を
退
き
、
出

家
沙
門
と
も
な
ら
ん
」
と
、
妻
子
を
知
る
辺
の
方
へ
あ
づ
け
置
、
書
置
等
認
置
、

住
な
れ
し
家
を
出
て
去
方
に
ぞ
身
上
隠
す
こ
そ
ほ
い
な
け
れ
。

大
隅
守
殿
亀
之
助
殿
を
が
い
せ
ん
と
す
る
事
附
り
長
尾
太
右
衛
門
に
蜜
談
を

被
明
事

　

大
隅
守
殿
は
、
佐
々
小
左
衞
門
、
有
沢
右
平
、
今
村
喜
内
し
ゆ
ぽ
ん
す
る
（
九

ウ
）
上
は
、
諫
言
を
い
れ
る
者
も
な
く
、
気
儘
に
酒
宴
に
長
じ
日
を
被
送
け
る
が
、

弥
近
日
弥
市
を
家
形
へ
い
れ
ん
と
被
思
け
れ
共
、
亀
之
助
殿
有
て
は
弥
市
我
が
子

と
せ
ん
こ
と
難
成
間
、
毒
薬
に
而
が
い
せ
ん
と
思
付
、
瀧
忠
右
衛
門
、
小
沼
臺
八
、

山
下
左
中
等
に
此
事
を
被
語
け
れ
ば
、
内
々
弾
右
衛
門
ゟ
ま
い
な
い
抔
取
た
の
ま

れ
た
る
事
な
れ
、
何
角
は
も
つ
て
背
く
べ
き
、
早
速
此
義
可
然
と
申
に
付
、「
毒

薬
の
儀
は
御
殿
薬
川
南
玄
丈
に
可
被
仰
付
」
と
申
に
付
、川
南
（
十
オ
）
玄
丈
呼
、

「
汝
我
が
申
付
事
何
に
不
寄
畏
り
候
哉
」
と
被
申
け
れ
ば
、
玄
丈
謹
而
、「
あ
ら
た

成
御
仰
哉
。
殿
様
の
御
家
来
な
れ
ば
如
何
様
成
事
に
て
も
奉
畏
り
候
」と
申
け
る
。

其
時
大
隅
守
殿
、「
申
付
事
余
之
儀
に
あ
ら
ず
。
此
度
弟
亀
之
助
を
毒
が
い
せ
ん

と
存
る
也
。
汝
其
毒
薬
を
調
合
せ
よ
と
の
事
。
成
就
せ
ば
知
行
を
増
可
申
」
と
被

申
け
る
。
玄
丈
仰
天
し
、「
余
之
義
な
ら
命
を
も
差
上
可
申
候
。
正
し
く
亀
之
助

様
も
御
主
人
に
而
候
。
夫
を
（
十
ウ
）
が
い
せ
ん
事
、
此
儀
は
御
免
可
被
下
候
」

と
申
け
る
。
大
隅
守
殿
大
き
に
怒
り
、「
大
事
を
明
す
上
は
無
承
引
ば
討
捨
可
申
」
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と
被
申
ゆ
へ
、
無
是
非
畏
り
け
る
。

　

夫
よ
り
台
所
奉
行
唐
崎
五
兵
衛
、
料
理
人
町
田
伝
七
等
を
呼
寄
、
右
段
々
を
言

伝
、「
五
月
九
日
夜
毒
薬
あ
た
ゑ
ん
。其
時
振
舞（
と
）が
う
し
て
亀
之
助
を
呼
候
間
、

汝
得
心
彼レ

が
膳
分
の
内
え
其
毒
を
入
よ
」
と
被
申
付
け
れ
ば
、
両
人
右
玄
丈
申
通

断
申
け
れ
ど
も
、
す
で
に
手
（
十
一
オ
）
討
に
せ
ん
と
被
致
故
、
や
む
事
を
不
得

受
合
け
る
。

　

す
ぐ
に
五
月
九
日
に
成
し
か
ば
、
隠
居
志
摩
守
殿
亀
之
助
殿
御
両
所
を
招
請
と

て
、
芸
子
抔
を
呼
寄
ん
、
義
太
夫
語
り
は
誰
に
せ
ん
と
評
定
と
り
〴
〵
な
り
け
る

所
に
、
小
沼
臺
八
申
け
る
は
、「
今
夜
亀
之
助
殿
御
招
被
遊
右
の
蜜
事
を
計
事
、

成
就
う
た
が
い
な
し
。
し
か
し
爰
に
一
ツ
の
難
題
あ
り
。
長
尾
太
右
衛
門
儀
は
、

御
隠
居
様
亀
之
助
殿
近
臣
に
し
て
、常
々
御
側
を
（
十
一
ウ
）
は
な
る
ゝ
事
な
し
。

朝
夕
の
膳
分
食
事
の
時
も
、
彼レ

心
見
い
た
さ
せ
ず
ん
ば
喰
給
ふ
事
な
し
。
さ
す
れ

ば
今
夜
も
彼レ

御
側
を
は
な
れ
ず
は
、
か
の
毒
薬
あ
ら
は
れ
可
申
成
り
。
兎
角
彼
に

大
事
を
明
し
、此
事
を
得
心
せ
ば
知
行
を
増
急
度
取
立
可
申
と
能
々
御
頼
被
遊
ば
、

彼レ

よ
く
心
に
迷
ひ
、
終
其
気
に
成
ら
ん
」
と
申
け
る
故
、
早
速
太
右
衛
門
呼
寄
せ
、

臺
八
言
ふ
く
め
し
通
り
被
申
け
る
。
太
右
衛
門
驚
、「
是
（
十
二
オ
）
一
大
事
の

処
な
り
。
若シ

そ
む
く
時
は
た
ち
ま
ち
こ
と
の
破レ

と
な
ら
ん
。
兎
角
い
つ
わ
り
秘
事

の
そ
こ
ゐ
を
聞
届
け
申
さ
ん
」
と
、「
何
事
も
仰
に
任
せ
申
上
ん
」
と
い
つ
わ
り

て
血
判
を
し
て
、「
他
言
申
間
敷
」
と
ち
か
い
を
立
、始
終
の
工
を
不
残
聞
届
、「
此

上
は
御
両
所
え
此
事
を
申
上
ば
返
而
悪
人
ら
を
い
ま
し
め
ん
と
す
る
に
ま
わ
り
遠

し
。
万
事
本
家
の
計
ひ
な
れ
ば
、
急
ぎ
此
事
告
可
申
」
と
窺
ひ
け
る
に
、
漸
々
七

ツ
時
に
少
し
の
隙
を
見
合
、
馬
屋
へ
行
、
中
間
を
（
十
二
ウ
）
呼
出
し
馬
に
鞍
置

せ
、
中
間
を
も
つ
れ
ず
馬
に
鞭
打
い
つ
さ
ん
に
本
家
え
こ
そ
急
ぎ
行
。

　
　

長
尾
太
右
衛
門
出
羽
守
殿
え
注
進
附
り
御
家
来
を
青
山
え
被
遣
る
事

　

無
程
太
右
衛
門
本
家
え
馳
付
、
門
外
に
馬
乗
は
な
し
、
中
ノ
口
よ
り
御
次
ノ
間

に
通
、
近
習
の
侍
に
対
面
、「
大
切
の
一
大
事
に
付
参
候
間
、
御
直
談
可
被
下
」

と
申
入
れ
、
案
内
と
共
に
出
羽
守
殿
御
側
近
く
（
十
三
オ
）
通
り
、「
今
晩
大
隅

様
え
隠
居
様
亀
之
助
様
御
招
請
之
処
、
不
計
も
亀
之
助
様
え
毒
薬
を
あ
た
へ
が
い

せ
ん
と
の
御
工
。
此
義
弾
右
衛
門
が
悪
事
故
、
如
何
様
に
と
一
々
申
上
、
私
え
も

此
事
御
頼
被
遊
故
、
い
つ
わ
り
血
判
仕
秘
事
を
聞
、
如
此
御
注
進
申
な
り
。
急
ぎ

家
来
を
被
遣
、
悪
人
之
頭
取
た
る
弾
右
衛
門
を
御
押
込
、
御
詮
儀
被
遊
可
被
下
候
」

と
申
に
付
、
出
羽
守
殿
驚
給
ひ
、
家
老
を
呼
、「
急
ぎ
目
附
役
堀
尾
市
右
衛
門
を

遣
し
実
否
を
見
せ
よ
。（
十
三
ウ
）
太
右
衛
門
儀
は
先
此
方
に
留
置
、
大
切
に
番

人
を
附
置
可
申
」
と
て
、
明
長
屋
を
取
あ
け
、
昼
夜
徒
目
附
壱
人
徒
壱
人
足
軽
壱

人
下
部
壱
人
、
四
人
宛
附
置
、
尤
朝
夕
食
事
麁
抹
な
き
様
被
申
付
け
る
。
太
右
衛

門
は
、「
大
隅
殿
工
を
注
進
す
る
は
、
御
両
所
の
御
為
。
又
大
隅
殿
悪
事
明
せ
し

は
是
不
忠
也
。
両
方
共
に
主
人
な
れ
ば
、
所
詮
注
進
し
て
後
に
切
腹
し
て
両
方
へ

忠
義
を
た
て
ん
」
と
申
け
る
こ
そ
天
晴
忠
臣
類
無
し
。（
十
四
オ
）

　
　

出
羽
守
殿
家
来
青
山
罷
越
弾
右
衛
門
等
閉
門
申
付
事

　

大
隅
守
殿
屋
鋪
に
も
、
太
右
衛
門
本
家
え
注
進
に
行
し
事
相
知
れ
け
れ
ば
、
弾

右
衛
門
、
忠
右
衛
門
、
臺
八
等
、「
大
事
あ
ら
わ
れ
候
上
は
、
我
々
如
何
成
と
が

め
に
あ
わ
ん
も
不
知
。
所
詮
納
戸
金
を
配
分
し
て
思
ひ
〳
〵
に
立
退
ん
」と
申
合
、

佐
藤
伝
茶
等
を
呼
出
し
、
納
戸
金
三
千
両
弾
右
衛
門
が
家
迄
遣
置
け
る
。
出
羽
守

殿
ゟ
目
附
役
堀
尾
（
十
四
ウ
）
市
左
衞
門
、
用
人
永
井
郷
太
夫
、
其
外
役
人
追
々
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か
け
付
、
弾
右
衛
門
、
川
南
玄
丈
、
唐
崎
又
兵
衛
、
町
田
伝
七
等
を
呼
、
閉
門
を

ぞ
申
付
け
る
。
夫
ゟ
永
井
郷
太
夫
、
大
塚
伴
蔵
両
人
を
附
置
、
其
外
役
人
も
出
羽

守
殿
ゟ
被
付
、
淡
路
守
殿
ゟ
は
台
所
掛
り
役
人
を
被
附
置
。
是
は
万
一
毒
が
い
の

事
を
お
そ
れ
て
な
り
。
如
此
俄
に
そ
う
ど
ふ
す
る
事
、
偏
に
大
隅
守
殿
無
分
別
よ

り
起
る
事
な
り
。

　
　

大
隅
守
殿
を
押
籠
幷
小
沼
臺
八
山
下
左
中
佐
藤
伝
茶
等
被
捕
事
（
十
五
オ
）

　

五
月
中
旬
御
一
門
中
打
寄
、「
兎
角
大
隅
守
殿
義
乱
気
と
相
見
へ
候
間
、
押
籠

置
可
然
」
と
て
、
出
羽
守
殿
ゟ
家
老
團
仲
、
年
寄
高
橋
九
郎
左
衞
門
、
永
井
郷
太

夫
、
堀
尾
市
左
衞
門
幷
佐
川
城
助
、
内
藤
宇
右
衛
門
両
人
を
指
添
被
申
。
此
両
人

は
捕
手
の
役
な
り
。
万
一
卒
爾
有
時
の
為
也
。
銘
々
仰
を
受
暮
六
ツ
時
ゟ
大
隅
守

殿
屋
敷
青
山
久
保
町
え
罷
越
、
長
屋
に
而
用
意
相
調
、
足
軽
下
部
に
外
の
固
を
さ

せ
、
夜
四
ツ
時
分
弓
張
挑
燈
に
（
十
五
ウ
）
風
呂
鋪
を
懸
け
、
明
り
外
え
見
へ
ぬ

様
に
し
て
、
物
静
に
大
隅
守
殿
の
居
間
え
通
り
、
風
呂
敷
を
取
す
つ
。
つ
と
通
り

け
れ
ば
、
側
に
寐
て
有
し
小
沼
臺
八
、
山
下
佐
中
両
人
驚
を
き
あ
が
り
、
物
を
も

い
わ
ず
刀
を
抜
て
ま
つ
し
ぐ
ら
に
切
て
懸
り
、
得
心
た
り
と
、
佐
川
内
藤
両
人
も

隠
し
持
た
る
じ
つ
て
い
振
上
げ
、
両
方
互
に
渡
り
、
し
ば
ら
く
し
て
佐
川
内
藤
両

人
の
者
を
取
り
て
ふ
せ
、下
緒
に
而
し
ば
り
け
る
。
然
所
に
後
の
方
の
ろ
う
か
ゟ
、

佐
藤
（
十
六
オ
）
伝
茶
切
て
懸
る
を
、
佐
川
丈
助
足
に
て
け
た
を
し
、
高
手
に
い

ま
し
め
け
る
。
大
隅
守
殿
驚
、「
こ
は
何
事
ぞ
」
と
遁
退
し
給
ひ
け
る
を
、
團
仲
、

高
橋
九
郎
左
衞
門
、
斎
藤
勘
助
声
を
懸
け
、「
我
々
唯
今
罷
出
候
段
、
出
羽
守
様

仰
に
よ
つ
て
罷
出
事
余
之
儀
に
あ
ら
ず
。
御
身
持
悪
敷
く
、
殊
に
逆
臣
の
す
ゝ
め

に
て
御
弟
始
（
マ
マ
）亀
之
助
殿
え
毒
が
い
せ
ん
と
御
工
被
成
事
、
一
々
太
右
衛
門
が
注
進

に
仍
出
羽
守
様
被
聞
召
、
私
共
罷
出
押
籠
置
可
申
と
の
仰
に
而
（
十
六
ウ
）
御
座

候
成
り
。
必
御
驚
被
成
間
敷
候
」
と
申
け
れ
ば
、
と
こ
う
返
答
に
不
及
、
夜
明
而

籠
を
し
つ
ら
い
、
以
て
大
隅
守
殿
押
込
、
妾
の
女
其
外
女
不
残
押
込
置
、
扨
小
沼

臺
八
、
山
下
佐
中
、
佐
藤
伝
茶
三
人
き
び
し
く
番
の
者
申
付
置
け
る
。
夫
ゟ
團
仲
、

高
橋
九
郎
左
衞
門
、
斎
藤
勘
助
三
人
は
、
永
井
郷
太
夫
、
堀
尾
市
左
衞
門
、
大
塚

伴
蔵
、
こ
れ
三
人
之
者
共
に
向
、「
其
方
三
人
此
屋
敷
に
止
り
万
事
気
を
附
可
申
」

と
申
渡
し
、
本
家
え
帰
り
け
る
。（
十
七
オ
）

　
　

平
山
弾
右
衛
門
欠
落
之
事

　

去
程
に
弾
右
衛
門
は
忰
弥
市
を
若
殿
に
立
壱
万
石
を
に
ぎ
ら
ん
と
思
事
あ
ら
わ

れ
、
か
く
閉
門
ま
で
被
申
付
、
無
念
な
が
ら
、
妻
を
そ
ば
に
呼
よ
せ
申
け
る
は
、

「
我
思
立
し
存
念
も
水
の
あ
わ
と
成
り
、
此
上
如
何
成
う
き
目
に
か
逢
ふ
べ
く
も

し
れ
ず
。
兎
角
三
千
両
の
金
有
こ
そ
幸
な
れ
。
何
方
へ
も
身
を
隠
時
節
を
待
ん
。

今
宵
ひ
そ
か
に
立
退
か
ん
」と
し
け
る
所
え
、日
頃
目
を
懸
し
中
間
弐
人（
十
七
ウ
）

し
の
び
て
見
舞
け
る
故
、
彼レ

等
に
三
千
両
の
金
幷
着
類
抔
少
々
妻
の
へ
い
よ
り
出

さ
せ
、
我
身
も
へ
い
を
こ
し
て
、
夫
ゟ
女
房
と
三
男
四
男
を
ば
知
る
べ
有
け
る
故
、

深
川
八
幡
前
に
置
、
茶
屋
を
い
と
な
ま
せ
け
る
。
二
男
太
次
郎
を
ば
、
小
石
川
伝

道
院
之
内
に
知
人
有
け
れ
ば
、
出
家
に
な
さ
ん
と
か
し
こ
へ
ぞ
遣
し
、
其
身
、
弥

市
は
有
馬
中
務
太
夫
殿
上
屋
敷
に
一
家
有
、
此
方
に
二
三
日
身
を
隠
し
、
其
後
本

郷
丸
山
与
力
何
某
親
類
に
付
、（
十
八
オ
）
彼
方
に
忍
申
け
る
。
翌
日
弾
右
衛
門

早
く
此
事
知
れ
け
れ
ば
、
大
隅
守
殿
役
、
出
羽
守
殿
被
付
置
、
早
速
上
屋
敷
家
老

年
寄
に
此
段
届
け
、
い
か
で
か
此
賊
を
取
遁
し
置
べ
き
と
て
、
諸
士
之
内
に
て
誰

を
か
御
詮
儀
に
か
け
ん
と
人
を
撰
に
、
御
馬
廻
り
相
勤
け
る
秋
山
斧
右
衛
門
、
篠

原
團
右
衛
門
こ
そ
勇
猛
の
侍
な
り
と
て
、
此
両
人
に
秋
山
次
郎
兵
衛
、
同
小
右
衛

門
と
言
徒
両
人
差
添
て
、
先
江
戸
中
は
不
及
申
、
神
奈
川
、
河
崎
、
鎌
倉
、
小
田

四
三
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原
、
忍
、（
十
八
ウ
）
熊
谷
、
川
越
、
岩
附
近
隣
至
ら
ず
（
と
）
言
所
な
く
尋
に
、

其
有
所
知
れ
か
た
し
。
其
両
家
ゟ
犬
を
入
、商
人
或
は
こ
む
そ
ふ
と
な
り
尋
け
り
。

其
後
本
郷
丸
山
与
力
何
某
方
隠
し
有
由
聞
し
か
ば
、
か
ま
い
て
御
家
人
な
れ
ば
私

に
踏
込
み
可
申
事
相
成
間
布
と
て
、
内
々
御
老
中
相
願
候
処
、
御
町
奉
行
土
屋
越

前
守
殿
え
被
仰
付
、与
力
同
心
に
此
事
被
申
付
、早
速
本
郷
与
力
何
某
え
参
り
、「
大

隅
守
殿
家
来
平
山
（
十
九
オ
）
弾
右
衛
門
と
言
も
の
御
か
く
ま
い
被
成
由
。
此
者

尋
常
に
御
渡
可
被
成
候
。
若
御
背
あ
ら
ば
、
御
家
内
え
踏
込
捕
可
申
」
と
申
け
る

故
、「
仰
奉
畏
候
。
然
し
彼レ

我
を
頼
身
を
隠
し
候
を
、我
安
々
と
御
渡
し
申
候
而
は
、

某
侍
之
儀
理
相
立
不
申
候
間
、
明
晩
い
つ
わ
り
此
家
を
可
出
す
。
其
時
各
方
表
に

待
請
御
取
可
被
成
候
。
其
儀
可
然
奉
存
候
。
左
候
へ
ば
、
我
儀
理
も
立
申
候
段
頼

申
候
」
に
付
、皆
々
得
心
し
て
、「
左
様
な
ら
ば
明
晩
何
時
に
可
参
」
と
申
時
、（
十
九

ウ
）「
其
儀
は
夜
八
ツ
時
に
御
越
可
被
成
候
。
某
彼レ

を
た
ば
か
り
、『
其
方
是
迄
か

く
ま
い
置
事
も
れ
候
を
、近
日
捕
に
来
る
由
承
間
、急
ぎ
立
退
可
申
』と
申
候
は
ゞ
、

彼レ

真
事
と
心
得
立
の
か
ん
。
是
上
々
吉
の
計
略
な
り
」
と
申
け
る
。
夫
ゟ
皆
々
立

帰
り
、
明
る
六
月
十
五
日
夜
、
土
屋
越
前
守
殿
与
力
長
谷
川
権
左
衞
門
、
大
内
佐

兵
衛
、
吉
田
重
兵
衛
、
樋
口
次
郎
左
衞
門
、
同
心
五
六
人
、
出
羽
守
殿
留
守
居
桜

井
武
太
夫
、
同
押
組
の
者
五
六
人
、
彼
の
所
に
（
二
十
オ
）
行
、
今
や
出
る
と
待

け
る
に
、
し
ば
ら
く
し
て
も
不
出
。
最
早
七
ツ
過
て
明
方
近
く
な
り
け
り
。
無
詮

方
内
に
案
内
を
い
れ
け
れ
ば
、
家
来
表
に
い
づ
る
に
ぞ
、「
御
直
談
可
被
申
」
と

申
に
付
、
主ジ

出
け
れ
ば
、
各
言
を
揃
へ
、「
昨
夜
御
頼
に
付
今
晩
八
ツ
時
に
可
参

と
御
申
被
成
に
付
、
八
ツ
時
ゟ
表
相
待
候
に
、
出
不
申
。
七
ツ
過
明
方
近
く
な
る

故
、
か
く
御
案
内
に
及
び
申
候
。
但
我
々
を
御
な
ぶ
り
被
成
候
哉
」
と
詰
合
け
れ

ば
、「
い
や
そ
れ
は
刻
限
相
違
申
成
り
。（
二
十
ウ
）
某
申
候
は
夜
四
ツ
時
と
申
置

候
故
、
四
ツ
時
彼
を
出
し
候
間
、
定
而
各
方
表
に
而
御
捕
候
半
と
存
候
。
其
時
不

相
見
へ
、
我
等
表
え
出
様
子
見
申
候
処
、
彼レ

は
行
方
不
知
。
其
方
御
人
数
も
不
見

候
故
、
不
思
儀
存
候
所
、
今
か
く
の
仕
合
」
と
語
け
る
。「
夫
は
其
元
の
刻
限
違

成
り
。
我
ら
昨
夜
承
候
は
、
八
ツ
時
な
り
」。「
い
や
四
ツ
時
と
申
候
」
と
互
に
争

ひ
け
れ
共
無
詮
方
、
捕
手
人
数
は
む
な
し
く
帰
り
、
猶
此
上
は
何
国
に
居
共
尋
出

さ
ん
と
、
方
々
え
（
二
十
一
オ
）
犬
を
遣
し
け
る
。

　
　

熊
谷
に
て
弾
右
衛
門
を
捕
事

　

本
郷
に
て
弾
右
衛
門
取
遁
し
、
其
後
方
々
へ
忍
を
遣
候
処
、
木
曾
海
道
に
行
忍

之
者
立
帰
り
、「
扨
て
も
平
山
弾
右
衛
門
、
熊
谷
の
宿
は
づ
れ
に
先
年
召
遣
ひ
し

家
来
有
。
是
を
頼
み
医
師
と
成
り
罷
在
候
」
と
申
に
付
、
急
ぎ
取
可
申
と
て
、
土

屋
越
前
守
殿
組
与
力
同
心
四
人
、出
羽
守
殿
家
来
（
二
十
一
ウ
）
秋
山
斧
右
衛
門
、

篠
原
團
右
衛
門
両
人
、
以
上
六
人
熊
谷
に
趣
、
彼
の
宿
に
て
茶
屋
え
腰
を
懸
、「
此

宿
に
近
き
内
、
江
戸
ゟ
か
様
〳
〵
の
浪
人
参
り
居
住
い
た
し
候
由
。
我
々
ゆ
い
し

よ
有
者
也
。
御
知
せ
被
下
候
へ
」
と
申
け
れ
ば
、「
成
程
此
宿
は
づ
れ
少
し
奥
入

の
家
こ
そ
去ル

浪
人
衆
な
り
」
と
教
ゆ
る
に
ぞ
、
急
ぎ
か
し
こ
に
行
見
け
れ
ば
、
言

ひ
し
ご
と
く
奥
入
に
き
れ
い
成
る
小
家
有
。
示
合
、
こ
む
僧
拵
の
両
人
、「
我
々

両
（
人
）
家
に
入
、
彼レ

（
二
十
二
オ
）
内
に
有
合
ば
相
図
可
致
。
其
時
各
方
可
被

成
候
」
と
申
合
、
両
人
内
に
入
、「
江
戸
ゟ
近
き
内
御
渡
り
被
成
候
御
浪
人
は
此

内
に
て
候
哉
」（
と
）
言
。
主ジ

こ
し
ば
り
を
し
て
有
け
る
が
、「
成
程
此
内
に
て
御

坐
候
」
と
、
何
心
無
く
返
答
及
び
け
る
。
其
時
壱
人
表
え
出
、
残
り
四
人
を
相
図

に
て
呼
け
る
。
壱
人
笠
を
取
り
、「
其
方
は
松
平
大
隅
守
殿
家
来
平
山
弾
右
衛
門

な
り
。
我
々
御
上
意
に
て
召
捕
に
参
り
た
る
ぞ
。
尋
常
に
縄
か
ゝ
れ
」と
言
。「
い

や
左
様
（
二
十
二
ウ
）
之
者
に
而
無
御
坐
候
」
と
言
。
其
時
表
よ
り
篠
原
秋
山
の

両
人
、「
弾
右
衛
門
此
期
に
及
び
有
様
に
は
く
じ
や
う
せ
よ
。
た
と
へ
鬼
神
を
は

た
ら
く
共
、
我
々
捕
に
向
上
は
天
の
網
か
ゝ
り
た
る
汝
、
ち
ん
ず
る
に
も
不
及
」

四
四
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と
言
。
今
は
か
な
わ
ぬ
所
と
、
弾
右
衛
門
側
に
有
刀
を
ぬ
き
て
二
ツ
に
な
れ
と
切

て
懸
る
。
身
を
か
わ
し
た
ち
ま
ち
に
取
て
押
へ
縄
を
懸
け
る
ぞ
心
地
よ
し
。
弥

市
に
も
お
な
じ
く
な
わ
を
か
け
け
る
。
然
に
村
の
名
主
走
り
附
、「
か
く
御
尋
者

（
二
十
三
オ
）
と
も
不
存
、
所
に
置
候
事
不
調
法
。
ひ
と
へ
に
御
免
奉
願
候
。
地

頭
え
も
注
進
可
仕
候
哉
」（
と
）
窺
け
る
。
捕
手
の
銘
々
、「
い
や
是
は
御
内
々
に

而
御
捕
被
成
故
、
地
頭
え
申
に
不
及
。
又
当
所
の
難
儀
に
も
成
間
布
間
、
急
ぎ
乗

物
弐
挺
用
意
い
た
し
候
様
」
申
付
、
夫
ゟ
両
人
を
か
ご
に
乗
せ
、
先
土
屋
越
前
守

殿
え
帰
り
、
此
事
申
上
、
早
速
出
羽
守
殿
留
守
居
桜
井
武
太
夫
を
被
呼
。
武
太
夫

足
軽
小
人
被
召
連
土
屋
越
前
守
殿
え
参
り
、
弾
右
衛
門
妻
幼
少
子
共
（
二
十
三
ウ
）

弐
人
、
深
川
ゟ
つ
れ
来
り
、
二
男
太
次
郎
、
伝
通
院
ゟ
つ
れ
来
り
、
弾
右
衛
門
、

同
弥
市
、
夫
婦
子
共
以
上
六
人
を
桜
井
武
太
夫
え
被
相
渡
。
武
太
夫
越
前
守
殿
幷

与
力
同
心
秋
山
篠
原
両
人
礼
儀
を
及
び
、
か
ご
に
乗
せ
、
直
ぐ
大
隅
守
殿
屋
敷
へ

送
り
、
籠
を
し
つ
ら
い
き
び
し
く
番
を
付
置
。
偏
天
の
網
遁
れ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り

と
皆
人
申
け
る
な
り
。

　
　

三
人
之
家
老
長
尾
太
右
衛
門
帰
参
附
り
弾
右
衛
門
被
切
事
（
二
十
四
オ
）

　

斯
而
弾
右
衛
門
を
捕
り
拷
問
に
及
び
け
る
処
、
三
人
の
家
老
と
長
尾
太
右
衛
門

儀
は
少
し
も
悪
敷
こ
と
な
く
忠
儀
相
顕
け
る
上
は
、
佐
々
小
左
衞
門
、
有
澤
右
平
、

今
村
喜
内
被
召
返
本
職
に
被
仰
付
。長
尾
太
右
衛
門
忠
臣
成
り
と
番
頭
に
被
取
立
、

次
に
唐
崎
五
兵
衛
、
町
田
伝
七
、
山
下
佐
中
、
川
南
玄
丈
を
ゆ
る
さ
る
ゝ
。
佐
藤

伝
茶
を
ば
追
放
有
る
。
瀧
忠
右
衛
門
は
其
身
目
附
役
な
が
ら
悪
事
組
せ
し
故
、
打

首
に
可
及
を
、
其
父
忠
勤
有
之
（
二
十
四
ウ
）
故
、
先
押
籠
可
申
と
な
り
。
小
沼

臺
八
儀
近
習
に
有
な
が
ら
不
忠
成
義
、
不
届
至
極
な
り
と
て
、
是
も
押
籠
被
置
る

な
り
。
弾
右
衛
門
儀
は
重
罪
な
る
故
、
品
川
於
鈴
ヶ
森
討
捨
可
致
と
相
究
、
先
妻

子
を
出
羽
守
殿
御
国
元
松
江
え
遣
可
申
と
用
意
あ
り
け
る
。
夫
ゟ
土
屋
越
前
守
殿

御
頼
有
、
同
心
を
呼
、
鈴
ヶ
森
に
而
弾
右
衛
門
可
切
用
意
し
て
、
牢
屋
同
心
を
先

き
に
遣
し
置
て
、
夫レ

よ
り
弾
右
衛
門
儀
は
、
出
羽
守
殿
よ
り
御
目
附
（
二
十
五
オ
）

大
塚
伴
蔵
、
徒
目
附
窪
田
丈
右
衛
門
、
も
の
書
壱
人
、
足
軽
小
人
、
大
隅
守
殿
役

人
、
両
家
立
合
に
而
牢
よ
り
弾
右
衛
門
を
引
出
し
、
罪
の
次
第
一
々
か
状
書
を
も

つ
て
申
渡
し
け
れ
ば
、「
是
ま
つ
た
く
私
壱
人
わ
ざ
に
あ
ら
ず
」（
と
）
言
分
に
及

び
け
れ
ば
、
役
人
声
か
け
、「
此
場
に
至
て
何
申
分
、
す
い
さ
ん
至
極
」
と
申
け

れ
ば
、
弾
右
衛
門
あ
や
ま
り
入
た
て
ま
つ
り
、
只
一
言
な
く
居
た
り
し
が
、
役
人

申
条
、「
重
罪
に
き
わ
ま
る
上
は
、
如
何
様
被
仰
付
候
共
、
い
な
や
（
二
十
五
ウ
）

こ
れ
あ
る
間
敷
候
」
と
申
け
れ
ば
、「
此
上
は
御
れ
ん
み
ん
ね
が
い
た
て
ま
つ
る
」

と
申
け
れ
ば
、
此
上
に
も
の
が
れ
ん
こ
と
も
が
な
と
思
か
く
申
け
る
と
ぞ
見
へ
に

け
る
。
さ（
最

初

に

は

）

い
し
や
う
に
は
と
が
の
次
第
ば
か
り
申
渡
し
、
今
又
申
渡
し
候
は
、「
此

度
平
山
弾
右
衛
門
重
罪
に
よ
つ
て
品
川
鈴
ヶ
森
に
お
い
て
討
首
申
付
る
者
也
」
と

申
渡
し
、「
縄
か
け
よ
」
と
申
け
れ
ば
、
縄
取
に
附
し
出
羽
守
殿
の
足
軽
安
井
五

藤
太
と
申
者
、「
得
心
た
り
」
と
立
寄
り
縄
を
か
け
ん
と
し
け
る
（
二
十
六
オ
）
に
、

久
々
弾
右
衛
門
牢
に
あ
り
力
つ
き
た
り
と
い
ゑ
ど
も
、
元
来
覚
あ
れ
ば
、
五
藤
太

取
て
二
三
間
な
げ
と
ば
す
。
五
藤
太
は
漸
々
起
上
り
顔
を
し
か
め
け
る
。
つ
ゞ
い

て
深
津
彦
十
郎
大
力
持
、
殊
に
少
し
覚
ヘ
あ
れ
ば
、
を
そ
れ
げ
も
な
く
立
む
か
い
、

な
ん
な
く
弾
右
衛
門
を
高
手
に
い
ま
し
め
け
る
。
夫
ゟ
駕
籠
に
の
せ
、
青
網
引
か

け
、
品
川
鈴
ヶ
森
に
至
て
打
首
。
出
羽
守
殿
ゟ
御
目
附
大
塚
伴
蔵
、
徒
目
附
窪
田

丈
右
衛
門
、
足
軽
深
津
彦
（
二
十
六
ウ
）
十
郎
、
安
井
五
藤
太
、
其
外
下
部
、
大

隅
守
殿
役
人
等
罷
越
、
無
程
鈴
ヶ
森
に
参
、
弾
右
衛
門
を
駕
籠
ゟ
出
し
引
す
ゆ
る

時
、「
我
か
く
ま
で
つ
ゝ
み
し
こ
と
も
あ
ら
わ
れ
し
上
は
、
か
く
す
に
を
よ
ば
ず
。

忰
弥
市
を
若
殿
に
仕
立
壱
万
石
を
と
ら
せ
ん
と
思
し
に
、
こ
と
顕
無
念
至
極
」
と

両
の
眼
を
く
わ
つ
と
見
ひ
ら
き
し
有
様
に
、下
部
抔
は
二
目
と
見
や
ら
ざ
り
け
る
。

四
五
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（
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其
時
同
心
、「
く
わ
ん
ね
ん
せ
よ
」
と
、
水
も
た
ま
ら
づ
討
落
す
。
其
日
は
晴
天

な
り
（
二
十
七
オ
）
し
が
、
俄
に
大
風
吹
雨
の
ふ
る
こ
と
す
さ
ま
じ
く
、
誠
に
平

治
年
中
悪
源
太
義
衡
の
被
討
し
こ
ん
ぱ
く
雷
と
成
り
し
た
め
し
、
弾
右
衛
門
が
恨

ゆ
へ
雨
ふ
り
風
吹
な
ら
ん
と
、
皆
々
急
ぎ
屋
敷
え
帰
り
け
り
。

　
　

弾
右
衛
門
が
妻
子
小
沼
臺
八
を
出
雲
国
え
遣
す
事

　

斯
而
大
隅
守
殿
屋
敷
に
は
三
人
の
家
老
帰
参
し
て
、
長
尾
太
右
衛
門
（
二
十
七

ウ
）
も
又
忠
儀
の
名
を
あ
げ
、
其
外
其
罪
を
ゆ
る
し
、
弾
右
衛
門
は
死
罪
に
及
び
、

小
沼
臺
八
、
弾
右
衛
門
妻
子
出
雲
国
え
可
遺
し
と
て
、
箱
根
御
関
所
女
通
り
手
形

を
留
守
居
よ（
マ
マ
）り
一
色
安
藝
守
殿
よ
り
申
請
、
十
月
廿
四
日
江
戸
を
出
立
す
る
。
網

乗
物
小
沼
臺
八
、
平
山
弥
市
歳
拾
四
歳
両
人
、
弾
右
衛
門
妻
、
二
男
太
次
郎
歳
九

ツ
、
三
男
歳
六
ツ
、
四
男
歳
三
ツ
。

　
　
　

道
中
役
人
（
二
十
八
オ
）

出
羽
守
殿
よ
り　
徒
目
附
柘
植
庄
太
夫　
同
荒
木
庄
兵
衛　

家
来
弐
人
宛

　
　
　
　
　
　
　
徒
瀧
彦
兵
衛　
同
水
谷
幸
右
衛
門　

家
来
壱
人
宛

　
　
　
　
　
　
　

飛
脚
組
弐
人　

足
軽
拾
人　

小
人
拾
人

大
隅
守
殿
よ
り　
侍
津
田
安
右
衛
門　
同
神
谷
儀
左
衞
門　

家
来
三
人
宛

　
　
　
　
　
　
　
徒
目
附
山
田
助
右
衛
門　
同
久
保
田
丈
右
衛
門　

家
来
壱
人
宛

右
之
者
共
十
月
廿
四
日
江
戸
出
立
、
十
一
月
十
四
日
雲
州
松
江
え
（
二
十
八
ウ
）

参
着
い
た
し
、
彼レ

ら
を
牢
に
入
き
び
し
く
番
人
を
附
置
と
な
り
。

　
　

亀
之
助
番
代
に
立
事

　

大
隅
守
殿
屋
敷
に
は
万
事
も
の
ご
と
納
け
れ
ば
、
大
隅
守
殿
を
病
気
と
言
立
、

亀
之
助
殿
番
代
に
被
仰
付
候
様
御
願
指
上
け
れ
ば
、
願
之
通
被
仰
付
、
亥
二
月
廿

日
登
城
あ
り
。
出
羽
守
殿
名
代
と
し
て
松
平
若
狭
守
殿
同
道
に
而
登
城
（
二
十
九

オ
）
あ
り
、
御
目
見
相
済
。
千
秋
万
歳
。

　
　
　

松
平
亀
之
助
殿
歳
拾
五
歳
。（
二
十
九
ウ
）

付
記

　

本
稿
は
、山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
山
陰
地
域
文
学
関
係
資
料
の
研
究
」（
二

○
一
六
～
一
八
年
度
、
代
表
・
野
本
瑠
美
）、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
六
Ｋ
○
二
四

○
六
「
地
方
実
録
の
生
成
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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四
七
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